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在ドイツ日本国

田中 太郎 レ

長
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ドイツ連邦共和国ベルリン州ベルリン市ティアガルテン通り１５番地

ドイツ連邦共和国ベルリン州ベルリン市ヒロシマ通り６番地

田中　花子 長男

田中　花子

平成３ ３ ３ ２９

東京都千代田区霞が関一丁目１番地

田中　一郎 日本

平成２９ １０

レ

建築家

令和２年５月１５日ドイツの方式で認知成立。 
ベルリン市ミッテ区戸籍局発行の出生証明書を添付。
この出生届により新本籍を現本籍地に編製。 

レ

ドイツ連邦共和国ベルリン州ベルリン市ヒロシマ通り６番地

東京都千代田区霞が関一丁目１番地 田中　一郎

田中　花子 平成３ ３ ３
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taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
 

日中連絡可能な携帯電話等の番号と

 メールアドレスを記入してください。 

たなか たろう

日本の戸籍の氏を

記入してください。 →→→

日本人の方の生年月日は
元号（昭和・平成・令和）で
記入してください。 

↑

レ

↑印鑑又は拇印（右手親指）を押してください。

出生届３：日本人女性の子を外国人男性が出生後に認知した場合

（日本人母がドイツ国籍法第４条第３項の要件を満たし，
ドイツでの出生により，子にドイツ国籍が付与される場合
のみ署名をし，拇印を押してください。）


